
- 23 - 

議案第６号 

農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係条例の整理に関する

条例の制定について 

 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例

を別紙のとおり制定するものとする。 

平成２８年２月２２日提出 

                           君津市長 鈴 木 洋 

提案理由 

農業協同組合法等の一部を改正する等の法律（平成２７年法律第６３号）による農業委

員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）及び農地法（昭和２７年法律第２２９号）

の一部改正に伴い、君津市職員定数条例（昭和４５年君津市条例第１０号）、証人等の費

用弁償に関する条例（昭和４５年君津市条例第２０号）及び君津市企業誘致条例（昭和 

６２年君津市条例第２号）の一部を改正しようとするものである。 
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君津市条例第  号 

農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係条例の整理に関する

条例 

（君津市職員定数条例の一部改正） 

第１条 君津市職員定数条例（昭和４５年君津市条例第１０号）の一部を次のように改正

する。 

  第１条中「第２０条第２項」を「第２６条第２項」に改める。 

（証人等の費用弁償に関する条例の一部改正） 

第２条 証人等の費用弁償に関する条例（昭和４５年君津市条例第２０号）の一部を次の

ように改正する。 

  第１条中「第２９条第４項」を「第３５条第４項」に改める。 

 （君津市企業誘致条例の一部改正） 

第３条 君津市企業誘致条例（昭和６２年君津市条例第２号）の一部を次のように改正す

る。 

 第２条第１号中「農業生産法人」を「農地所有適格法人」に改める。 

附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 
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農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例新旧対照表 

改正案 現 行 

第１条による改正 君津市職員定数条例  

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

１３８条第６項、第１７２条第３項、第１９１条第２項及び第 

２００条第６項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和

３１年法律第１６２号）第１９条及び第３１条第３項、農業委員会

等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第２６条第２項並びに

消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第１１条第２項の規定に

基づき、議会、市長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農

業委員会並びに教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育

機関並びに消防機関に勤務する一般職の職員（臨時又は非常勤の職

員を除く。以下同じ。）及び企業職の職員の定数に関し必要な事項

を定めるものとする。 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

１３８条第６項、第１７２条第３項、第１９１条第２項及び第 

２００条第６項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和

３１年法律第１６２号）第１９条及び第３１条第３項、農業委員会

等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第２０条第２項並びに

消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第１１条第２項の規定に

基づき、議会、市長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農

業委員会並びに教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育

機関並びに消防機関に勤務する一般職の職員（臨時又は非常勤の職

員を除く。以下同じ。）及び企業職の職員の定数に関し必要な事項

を定めるものとする。 

  

第２条による改正 証人等の費用弁償に関する条例  

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２０７条、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２１２条第

３項及び農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第

３５条第４項の規定に基づき、市議会、市選挙管理委員会及び公聴

会等に出頭又は参加した者（以下「証人等」という。）の費用弁償

に関して必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２０７条、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２１２条第

３項及び農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第

２９条第４項の規定に基づき、市議会、市選挙管理委員会及び公聴

会等に出頭又は参加した者（以下「証人等」という。）の費用弁償

に関して必要な事項を定めるものとする。 

  

第３条による改正 君津市企業誘致条例  
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（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

(1) 企業 会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第１号に規定

する会社及び農地法（昭和２７年法律第２２９号）第２条第３項

に規定する農地所有適格法人をいう。 

(1) 企業 会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第１号に規定

する会社及び農地法（昭和２７年法律第２２９号）第２条第３項

に規定する農業生産法人    をいう。 

(2) ～(7) 省略 (2) ～(7) 省略 

  

 


